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新 潟 県 林 業 土 木 業 務 委 託 標 準 仕 様 書 の 主 な 改 定 内 容

新 潟 県 林 業 土 木 業 務 委 託 標 準 仕 様 書 の 改 定 に あ た っ て は 、 次 の よ う な 方 針 で 実 施 し た 。
１ こ れ ま で 治 山 事 業 、 林 道 事 業 毎 に 別 々 で あ っ た も の を 統 合 し 、 体 系 的 な 標 準 仕 様 書 に 改 定 す る 。
２ 事 業 の 効 率 的 な 実 施 を 考 慮 し て 、「 林 業 測 量 ・ 設 計 ・ 調 査 積 算 基 準 」 の 構 成 に 沿 う よ う 改 定 す る 。
３ ま た 、 他 事 業 と の 整 合 性 を 図 る た め 、 新 潟 県 土 木 部 、 同 交 通 政 策 局 の 砂 防 、 地 す べ り 、 海 岸 、 道 路
な ど の 標 準 仕 様 書 を 参 考 と し て 必 要 な 項 目 を 盛 り 込 む も の と す る 。

主 な 改 定 内 容 （ 地 質 ・ 土 質 調 査 業 務 ） そ の １
第 1 1 0 2条 用 語 の 定 義 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 0 2条 用 語 の 定 義 ）
・「 検 査 職 員 」 を 「 検 査 員 」 と し た 。
・「 契 約 書 」 及 び そ の 定 義 「「 契 約 書 」 と は 、 別 冊 委 託 契 約 書 を い う 。」 を 追 加 し た 。
・「 書 面 」 に つ い て 、「 電 子 納 品 を 行 う 場 合 は 、 別 途 監 督 員 と 協 議 す る も の と す る 」 こ と を 追 加 し た 。
・「 照 査 」 に つ い て 、 新 た に 「 受 託 者 が 、 発 注 条 件 、 解 析 等 の 検 算 等 の 成 果 の 確 認 を す る こ と を い う 。』
と 定 義 し た 。
・「 立 会 」 に つ い て 、『「 立 会 」 と は 、 設 計 図 書 に 示 さ れ た 項 目 に お い て 監 督 員 が 臨 場 し 、 内 容 を 確 認 す
る こ と を い う 』 と 定 義 を 追 加 し た 。

第 1 1 0 3条 受 託 者 及 び 委 託 者 の 責 務 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 0 6条 受 託 者 の 義 務 ）
・ こ れ ま で 受 託 者 の み の 義 務 を 定 め て い た も の を 、「 受 託 者 及 び 委 託 者 の 責 務 」 と し 、「 受 託 者 及 び 委
託 者 は 、 業 務 の 履 行 に 必 要 な 条 件 等 に つ い て 相 互 に 確 認 し 、 円 滑 な 業 務 の 履 行 に 努 め な け れ ば な ら な
い 。」 を 追 加 し た 。

第 1 1 0 4条 業 務 の 着 手 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 0 5条 調 査 等 の 業 務 の 着 手 ）
・ こ れ ま で 契 約 締 結 後 ７ 日 以 内 と し て い た も の を 、 1 5日 以 内 に 着 手 し な け れ ば な ら な い こ と と し た 。

第 1 1 0 5条 調 査 地 点 の 確 認 （ 旧 仕 様 書 に 記 載 な し ）
・「 １ 受 託 者 は 調 査 着 手 前 に そ の 位 置 を 確 認 し て お か な け れ ば な ら な い 。 ま た 調 査 地 点 の 標 高 が 必 要
な 場 合 は 、 基 準 と な る 点 に つ い て 、 監 督 員 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。」 及 び 「 ２ 受 託 者 は 、 都 市
部 等 に お け る 調 査 で 地 下 埋 設 物 （ 電 話 線 、 送 電 線 、 ガ ス 管 、 上 下 水 道 管 、 光 ケ ー ブ ル そ の 他 ） が 予 想
さ れ る 場 合 は 、 監 督 員 に 報 告 し 関 係 機 関 と の 協 議 の 上 現 場 立 会 い を 行 い 、 位 置 ・ 規 模 ・ 構 造 等 を 確 認 す
る も の と す る 。」 を 新 た に 定 め た 。

第 1 1 0 7条 監 督 員 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 0 7条 監 督 員 ）
・「 監 督 員 は 、 口 頭 に よ る 指 示 等 を 行 っ た 後 ７ 日 以 内 に 書 面 で 受 託 者 に 指 示 す る も の と す る 。」 と し て
い た も の を 「 後 日 書 面 で 受 託 者 に 指 示 す る も の と す る 。」 こ と と し た 。
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主 な 改 定 内 容 （ 地 質 ・ 土 質 調 査 業 務 ） そ の ２
第 1 1 0 8条 主 任 技 術 者 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 0 8条 主 任 技 術 者 ）
・「 技 術 士 （ 総 合 技 術 監 理 部 門 （ 業 務 に 該 当 す る 選 択 科 目 ） 又 は 業 務 に 該 当 す る 部 門 ）、 博 士 （ 業 務 に
該 当 す る 部 門 ）、 シ ビ ル コ ン サ ル テ ィ ン グ マ ネ ー ジ ャ ー （ 業 務 に 該 当 す る 部 門 ） の い ず れ か の 資 格 を 有
す る 者 又 は 、こ れ と 同 等 な 能 力 と 経 験 を 有 す る 技 術 者 」を 大 学 卒 1 8年（ 短 大 ・ 高 専 卒 2 3年 、高 校 卒 2 8年 ）
以 上 相 当 の 能 力 と 経 験 を 有 す る 者 で あ り 、 日 本 語 に 堪 能 （ 日 本 語 通 訳 が 確 保 で き れ ば 可 ） で な け れ ば な
ら な い 。」 と し た 。
ま た 、「 業 務 の 範 囲 が 現 場 で の 調 査 ・ 計 測 作 業 の み で あ る 場 合 、 又 は 内 業 を 含 み 、 か つ 、 そ の 範 囲 が

解 析 等 調 査 業 務 の 既 存 資 料 の 収 集 ・ 現 地 調 査 、 資 料 整 理 と り ま と め 、 断 面 図 等 の 作 成 の 場 合 は 、 地 質 ・
土 質 調 査 業 務 に つ い て 専 門 的 な 知 識 及 び 技 術 を 有 し 、 か つ 、 そ の 実 務 経 験 が 通 算 ２ 箇 年 以 上 あ る 者 で 、
業 務 に 該 当 す る 資 格 ※ の 登 録 を 受 け た 技 術 者 又 は こ れ と 同 等 の 能 力 と 経 験 を 有 す る 技 術 者 （ 森 林 土 木 部
門 の 職 務 に 従 事 し た 期 間 が ８ 年 以 上 あ る 者 。） を 主 任 技 術 者 と す る こ と が で き る 。（ ※ 業 務 に 該 当 す る
資 格 は 、 地 質 調 査 技 士 、 林 業 技 士 を い う 。）」 こ と と し た 。

第 1 1 0 9条 照 査 技 術 者 及 び 照 査 の 実 施 （ 旧 仕 様 第 1 1 1 0条 照 査 技 術 者 ）
・「 受 託 者 は 、 業 務 の 実 施 に 当 た り 、 照 査 を 適 切 に 実 施 し な け れ ば な ら な い 。」 こ と を 追 加 し た 。
・「 照 査 技 術 者 は 、 特 記 仕 様 書 に 定 め る 照 査 報 告 毎 に お け る 照 査 結 果 の 照 査 報 告 書 及 び 報 告 完 了 時 に お
け る 全 体 の 照 査 報 告 書 を と り ま と め 、 照 査 技 術 者 の 責 に お い て 署 名 捺 印 の う え 主 任 技 術 者 に 提 出 す る も
の と す る 。」 こ と を 追 加 し た 。
・「 照 査 技 術 者 は 、 原 則 と し て 変 更 で き な い 。 た だ し 、 死 亡 、 傷 病 、 退 職 、 出 産 、 育 児 、 介 護 等 や む を
え な い 理 由 に よ り 変 更 を 行 う 場 合 に は 、 同 等 以 上 の 技 術 者 と す る も の と し 、 受 託 者 は 委 託 者 の 承 諾 を 得
な け れ ば な ら な い 。」 こ と を 追 加 し た 。

第 1 1 1 1条 提 出 書 類 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 2 0条 提 出 書 類 ）
・「 受 託 者 は 、 委 託 者 に 提 出 す る 書 類 で 様 式 が 定 め ら れ て い な い も の は 、 受 託 者 に お い て 様 式 を 定 め 、
提 出 す る も の と す る 。 た だ し 、 委 託 者 が そ の 様 式 を 指 示 し た 場 合 は 、 こ れ に 従 わ な け れ ば な ら な い 。」
を 追 加 し た 。
・ 業 務 実 績 情 報 シ ス テ ム （ 以 下 「 テ ク リ ス 」 と い う 。） に 基 づ く 、 受 注 ・ 変 更 ・ 完 了 時 に 業 務 実 績 情 報
の 登 録 機 関 へ の 登 録 申 請 に つ い て 、 契 約 約 締 結 後 、 登 録 内 容 の 変 更 時 は 変 更 が あ っ た 日 か ら 、 完 了 時 は
業 務 完 了 後 、 こ れ ま で 1 0日 以 内 と し て い た も の を 、 1 5日 （ 休 日 等 を 除 く ） 以 内 に 、 書 面 に よ り 監 督 員 の
確 認 を 受 け た う え で 、 登 録 機 関 に 登 録 申 請 し な け れ ば な ら な い こ と と し た 。
な お 、 変 更 時 と 完 了 時 の 間 が 、 閉 庁 日 を 除 き 1 5日 間 （ こ れ ま で は 1 0日 間 ） に 満 た な い 場 合 は 、 変 更 時

の 提 出 を 省 略 で き る も の と す る こ と と し た 。

第 1 1 1 2条 打 合 せ 等 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 1 3条 打 合 せ ）
・ 打 合 せ に 伴 う 連 絡 に つ い て 、「 積 極 的 に 電 子 メ ー ル 等 を 活 用 し 、 電 子 メ ー ル で 確 認 し た 内 容 に つ い て
は 、 必 要 に 応 じ て 書 面 （ 打 合 せ 記 録 簿 ） に 記 録 し 、 相 互 に 確 認 し な け れ ば な ら な い 。」 こ と と し た 。
・「 監 督 員 及 び 受 託 者 は 「 ワ ン デ ー レ ス ポ ン ス 」 に 努 め る 。」 こ と と し た 。
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主 な 改 定 内 容 （ 地 質 ・ 土 質 調 査 業 務 ） そ の ３
第 1 1 1 3条 調 査 計 画 書 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 1 2条 調 査 等 業 務 計 画 書 ）
・ こ れ ま で 「 受 託 者 は 契 約 締 結 後 速 や か に 調 査 等 業 務 計 画 書 を 作 成 し 、 監 督 員 に 提 出 し な け れ ば な ら な
い 」 と し た も の を 「 受 託 者 は 、 契 約 締 結 後 1 4日 （ 休 日 等 を 含 む ） 以 内 に 調 査 計 画 書 を 作 成 し 、 監 督 員 に
提 出 し な け れ ば な ら な い 。」 こ と と し た 。

第 1 1 1 4条 資 料 の 貸 与 及 び 返 却 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 1 4条 貸 与 品 等 の 貸 与 及 び 返 還 ）
・ 条 文 文 言 の 整 理

第 1 1 1 8条 成 果 物 の 提 出 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 2 1条 成 果 品 の 提 出 ）
・ 条 文 文 言 の 整 理
・「 受 託 者 は 、 設 計 図 書 に 定 め が あ る 場 合 は 、 成 果 物 の 納 入 及 び 納 品 方 法 に つ い て 「 新 潟 県 電 子 納 品 実
施 要 領 」（ 以 下 「 要 領 」 と い う ） に 基 づ い て 作 成 し た 電 子 デ ー タ に よ り 成 果 品 を 提 出 す る も の と す る 。
「 要 領 」 で 特 に 記 載 の な い 事 項 に つ い て は 、 監 督 員 と 協 議 の う え 決 定 す る も の と す る 。」 を 追 加 し た 。

第 1 1 1 9条 関 係 法 令 及 び 条 例 の 遵 守 （ 旧 仕 様 書 に 記 載 な し ）
・「 受 託 者 は 、 地 質 ・ 土 質 調 査 業 務 の 実 施 に 当 た っ て は 、 関 連 す る 関 係 諸 法 令 及 び 条 例 等 を 遵 守 し な け
れ ば な ら な い 。」 を 新 た に 定 め た 。

第 1 1 2 1条 修 補 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 2 3条 修 補 ）
・ こ れ ま で 、「 受 託 者 は 、 検 査 職 員 が 指 示 し た 期 間 内 に 修 補 を 完 了 し な け れ ば な ら な い 」 と し て い た も
の を 「 受 託 者 は 、 修 補 は 速 や か に 行 わ な け れ ば な ら な い 。」 こ と と し た 。

第 1 1 2 2条 条 件 変 更 等 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 2 4条 条 件 変 更 等 ）
・「 受 託 者 は 、 設 計 図 書 で 明 示 さ れ て い な い 履 行 条 件 に つ い て 予 期 で き な い 特 別 な 状 態 が 生 じ た 場 合 、
直 ち に そ の 旨 を 監 督 員 に 報 告 し 、 そ の 確 認 を 求 め な け れ ば な ら な い 。 な お 、「 予 期 す る こ と が で き な い
特 別 な 状 態 」 と は 以 下 の も の を い う 。（ １ ） 第 1 1 1 7 条 第 １ 項 に 定 め る 現 地 へ の 立 ち 入 り が 不 可 能 と な っ
た 場 合 。（ ２ ） 天 災 そ の 他 の 不 可 抗 力 に よ る 損 害 。（ ３ ） そ の 他 、 委 託 者 と 受 託 者 が 協 議 し 当 該 規 定 に
適 合 す る と 判 断 し た 場 合 。」 を 追 加 し た 。

第 1 1 2 4条 履 行 期 間 の 変 更 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 2 6条 履 行 期 間 の 変 更 ）
・「 委 託 者 は 、 履 行 期 間 変 更 協 議 の 対 象 で あ る と 確 認 さ れ た 事 項 及 び 地 質 ・ 土 質 調 査 業 務 の 一 時 中 止 を
指 示 し た 事 項 で あ っ て も 残 履 行 期 間 及 び 残 業 務 量 等 か ら 履 行 期 間 の 変 更 が 必 要 で な い と 判 断 し た 場 合
は 、 履 行 期 間 の 変 更 を 行 わ な い 旨 の 協 議 に 代 え る こ と が で き る も の と す る 。」 を 追 加 し た 。
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主 な 改 定 内 容 （ 地 質 ・ 土 質 調 査 業 務 ） そ の ４
第 1 1 2 5条 一 時 中 止 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 2 7条 一 時 中 止 ）
・「 な お 、 暴 風 、 豪 雨 、 洪 水 、 高 潮 、 地 震 、 地 す べ り 、 落 盤 、 火 災 、 騒 乱 、 暴 動 そ の 他 自 然 的 又 は 人
為 的 な 事 象 （ 以 下 「 天 災 等 」 と い う 。） に よ る 地 質 ・ 土 質 調 査 業 務 の 中 断 に つ い て は 、 第 1 1 3 4 条 ） 臨 機
の 措 置 に よ り 、 受 託 者 は 、 適 切 に 対 応 し な け れ ば な ら な い 。」 を 追 加 し た 。
・ 委 託 契 約 条 項 第 ９ 条 の 規 定 に よ り 、 業 務 の 全 部 又 は 一 部 を 一 時 中 止 さ せ る 該 当 事 項 に つ い て 、 こ れ ま
で の 該 当 事 項 加 え 、「（ ６ ） 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 委 託 者 が 必 要 と 認 め た 場 合 」 を 追 加 し た 。

第 1 1 2 9条 再 委 託 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 3 1条 再 委 託 ）
・ 再 委 託 に あ た っ て 委 託 者 の 承 諾 を 必 要 と し な い 内 容 を 整 理 し た 。「 受 託 者 は 、 コ ピ － 、 ワ ー プ ロ 、 印
刷 、 製 本 、 速 記 録 の 作 成 、 翻 訳 、 ト レ ー ス 、 模 型 製 作 、 計 算 処 理 （ 単 純 な 電 算 処 理 に 限 る ）、 デ ー タ 入
力 、 ア ン ケ ー ト 票 の 配 布 、 資 料 の 収 集 ・ 単 純 な 集 計 、 電 子 納 品 の 作 成 作 業 、 そ の 他 特 記 仕 様 書 に 定 め る
事 項 な ど 軽 微 な 業 務 の 再 委 託 に あ た っ て は 委 託 者 の 承 諾 を 必 要 と し な い 。」（ 下 線 部 が 新 た に 追 加 さ れ
た 。）

第 1 1 3 0条 成 果 物 の 使 用 等 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 3 2条 成 果 物 の 使 用 等 ）
・ こ れ ま で 「 受 託 者 は 委 託 者 の 承 諾 を 受 け な い で 他 に 公 表 、 貸 与 、 使 用 し て は な ら な い 」 と し て い た も
の を 「 受 託 者 は 、 委 託 者 の 承 諾 を 得 て 単 独 で 又 は 他 の 者 と 共 同 で 、 成 果 物 を 発 表 す る こ と が で き る 。」
こ と と し た 。
・「 受 託 者 は 、著 作 権 、特 許 権 そ の 他 第 三 者 の 権 利 の 対 象 と な っ て い る 地 質 ・ 土 質 調 査 等 の 使 用 に 関 し 、
設 計 図 書 に 明 示 が な く 、 そ の 費 用 負 担 を 委 託 者 に 求 め る 場 合 に は 、 第 三 者 と 補 償 条 件 の 交 渉 を 行 う 前 に
委 託 者 の 承 諾 を 受 け な け れ ば な ら な い 。」 を 追 加 し た 。

第 1 1 3 2条 個 人 情 報 の 取 り 扱 い （ 旧 仕 様 書 第 1 1 3 4条 個 人 情 報 の 取 り 扱 い ）
・「 ６ 再 委 託 の 禁 止 及 び 再 委 託 時 の 措 置 」 に つ い て 、「 な お 、 再 委 託 に 関 す る 委 託 者 の 指 示 又 は 承 諾
が あ る 場 合 に お い て は 、 個 人 情 報 の 適 切 な 管 理 を 行 う 能 力 を 有 し な い 者 に 再 委 託 す る こ と が な い よ う 、
受 託 者 に お い て 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。」 と 定 め た 。
・「 ９ 管 理 の 確 認 等 」 に つ い て 、「（ １ ） 受 託 者 は 、 取 扱 う 個 人 情 報 の 秘 匿 性 等 そ の 内 容 に 応 じ て 、
こ の 契 約 に よ る 事 務 に 係 る 個 人 情 報 の 管 理 の 状 況 に つ い て 、 年 １ 回 以 上 委 託 者 に 報 告 す る も の と す る 。
な お 、 個 人 情 報 の 取 扱 い に 係 る 業 務 が 再 委 託 さ れ る 場 合 は 、 再 委 託 さ れ る 業 務 に 係 る 個 人 情 報 の 秘

匿 性 等 そ の 内 容 に 応 じ て 、 再 委 託 先 に お け る 個 人 情 報 の 管 理 の 状 況 に つ い て 、 受 託 者 が 年 １ 回 以 上 の
定 期 的 検 査 等 に よ り 確 認 し 、 委 託 者 に 報 告 す る も の と す る 。」 と 定 め た 。

第 1 1 3 3条 安 全 等 の 確 保 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 3 5条 安 全 等 の 確 保 ）
・「 １ （ ４ ） 受 託 者 は 、 業 務 実 施 中 施 設 等 の 管 理 者 の 許 可 な く し て 、 流 水 及 び 水 陸 交 通 の 妨 害 、 公 衆
の 迷 惑 と な る よ う な 行 為 、 調 査 を し て は な ら な い 。」 を 追 加 し た 。
・「 ９ 受 託 者 は 、 調 査 が 完 了 し た と き に は 、 残 材 、 廃 物 、 木 く ず 等 を 撤 去 し 、 現 場 を 清 掃 し な け れ ば
な ら な い 。 な お 、 調 査 孔 の 埋 戻 し は 監 督 員 の 承 諾 を 受 け な け れ ば な ら な い 。」 を 追 加 し た 。
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主 な 改 定 内 容 （ 地 質 ・ 土 質 調 査 業 務 ） そ の ５
第 1 1 3 7条 行 政 情 報 流 出 防 止 対 策 の 強 化 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 3 9条 行 政 情 報 流 出 防 止 対 策 の 強 化 ）
・「 受 託 者 は 、 本 業 務 の 履 行 に 関 す る 全 て の 行 政 情 報 に つ い て 適 切 な 流 出 防 止 対 策 を と り 、 第 1 1 1 3 条 で
示 す 調 査 計 画 書 に 流 出 防 止 策 を 記 載 す る も の と す る 。」 を 追 加 し た 。
・「 受 託 者 は 、 電 子 情 報 を 適 正 に 管 理 し 、 か つ 、 責 務 を 負 う 者 （ 以 下 「 情 報 管 理 責 任 者 」 と い う 。） を
選 任 及 び 配 置 し 、 第 1 1 1 3条 で 示 す 調 査 計 画 書 に 記 載 す る も の と す る 。」） を 追 加 し た 。

第 1 1 3 9条 保 険 加 入 の 義 務 （ 旧 標 準 仕 様 書 に 記 載 な し ）
・「 受 託 者 は 、 雇 用 保 険 法 、 労 働 者 災 害 補 償 保 険 法 、 健 康 保 険 法 及 び 厚 生 年 金 保 険 法 の 規 定 に よ り 、 雇
用 者 等 の 雇 用 形 態 に 応 じ 、 雇 用 者 等 を 被 保 険 者 と す る こ れ ら の 保 険 に 加 入 し な け れ ば な ら な い 。」 を 新
た に 定 め た 。

第 ２ 章 地 質 調 査 業 務 ～ 第 ８ 章 土 質 調 査 （ 海 岸 ）
・ 内 容 に つ い て 全 面 的 に 改 定 を 行 っ た 。
・ こ れ ま で 治 山 編 、 林 道 編 そ れ ぞ れ に 「 解 析 等 調 査 」 と し て 定 め て い た 「 山 地 治 山 等 調 査 」、「 治 山 事
業 全 体 計 画 調 査 」 及 び 「 林 道 全 体 計 画 調 査 」 は 設 計 業 務 等 に 定 め る こ と と し 、（ 地 質 ・ 土 質 ） 調 査 業 務
か ら 除 外 し た 。
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主 な 改 定 内 容 （ 測 量 業 務 ） そ の １
第 2 1 0 2条 用 語 の 定 義 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 0 2条 用 語 の 定 義 ）
・「 検 査 職 員 」 を 「 検 査 員 」 と し た 。
・「 契 約 書 」 及 び そ の 定 義 「「 契 約 書 」 と は 、 別 冊 委 託 契 約 書 を い う 。」 を 追 加 し た 。
・「 書 面 」 に つ い て 、「 電 子 納 品 を 行 う 場 合 は 、 別 途 監 督 員 と 協 議 す る も の と す る 」 こ と を 追 加 し た 。
・「 立 会 」 に つ い て 、『「 立 会 」 と は 、 設 計 図 書 に 示 さ れ た 項 目 に お い て 監 督 員 が 臨 場 し 、 内 容 を 確 認 す
る こ と を い う 』 と 定 義 を 追 加 し た 。

第 2 1 0 3条 受 託 者 及 び 委 託 者 の 責 務 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 0 6条 受 託 者 の 義 務 ）
・ こ れ ま で 受 託 者 の み の 義 務 を 定 め て い た も の を 、「 受 託 者 及 び 委 託 者 の 責 務 」 と し 、「 受 託 者 及 び 委
託 者 は 、 業 務 の 履 行 に 必 要 な 条 件 等 に つ い て 相 互 に 確 認 し 、 円 滑 な 業 務 の 履 行 に 努 め な け れ ば な ら な
い 。」 を 追 加 し た 。

第 2 1 0 4条 業 務 の 着 手 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 0 5条 調 査 等 の 業 務 の 着 手 ）
・ こ れ ま で 契 約 締 結 後 ７ 日 以 内 と し て い た も の を 、 1 5日 以 内 に 着 手 し な け れ ば な ら な い こ と と し た 。

第 2 1 0 7条 監 督 員 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 0 7条 監 督 員 ）
「 監 督 員 は 、 口 頭 に よ る 指 示 等 を 行 っ た 後 ７ 日 以 内 に 書 面 で 受 託 者 に 指 示 す る も の と す る 。」 と し て い
た も の を 「 後 日 書 面 で 受 託 者 に 指 示 す る も の と す る 。」 こ と と し た 。

第 2 1 0 8条 「 主 任 技 術 者 」 に つ い て （ 旧 仕 様 書 第 1 1 0 8条 主 任 技 術 者 ）
・「 業 務 の 範 囲 が 、 林 道 路 線 測 量 及 び 山 地 治 山 等 測 量 で あ っ て ポ ケ ッ ト コ ン パ ス 及 び ポ ー ル 等 に よ る 簡
易 測 量 （ 公 共 測 量 作 業 規 程 に よ る 作 業 を 除 く 。） の み の 場 合 は 、 測 量 士 補 の 資 格 を 有 し 、 か つ 、 測 量 業
務 に つ い て 専 門 的 な 技 術 と 実 務 経 験 を 有 す る 者 を 主 任 技 術 者 と す る こ と が で き る 。」 と し た 。

第 2 1 1 1条 提 出 書 類 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 2 0条 提 出 書 類 ）
・「 受 託 者 は 、 委 託 者 に 提 出 す る 書 類 で 様 式 が 定 め ら れ て い な い も の は 、 受 託 者 に お い て 様 式 を 定 め 、
提 出 す る も の と す る 。 た だ し 、 委 託 者 が そ の 様 式 を 指 示 し た 場 合 は 、 こ れ に 従 わ な け れ ば な ら な い 。」
を 追 加 し た 。
・ 業 務 実 績 情 報 シ ス テ ム （ 以 下 「 テ ク リ ス 」 と い う 。） に 基 づ く 、 受 注 ・ 変 更 ・ 完 了 時 に 業 務 実 績 情 報
の 登 録 機 関 へ の 登 録 申 請 に つ い て 、 契 約 約 締 結 後 、 登 録 内 容 の 変 更 時 は 変 更 が あ っ た 日 か ら 、 完 了 時 は
業 務 完 了 後 、 こ れ ま で 1 0日 以 内 と し て い た も の を 、 1 5日 （ 休 日 等 を 除 く ） 以 内 に 、 書 面 に よ り 監 督 員 の
確 認 を 受 け た う え で 、 登 録 機 関 に 登 録 申 請 し な け れ ば な ら な い こ と と し た 。
な お 、 変 更 時 と 完 了 時 の 間 が 、 閉 庁 日 を 除 き 1 5日 間 （ こ れ ま で は 1 0日 間 ） に 満 た な い 場 合 は 、 変 更 時

の 提 出 を 省 略 で き る も の と す る こ と と し た 。

第 2 1 1 2条 打 合 せ 等 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 1 3条 打 合 せ ）
・ 打 合 せ に 伴 う 連 絡 に つ い て 、「 積 極 的 に 電 子 メ ー ル 等 を 活 用 し 、 電 子 メ ー ル で 確 認 し た 内 容 に つ い て
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主 な 改 定 内 容 （ 測 量 業 務 ） そ の ２
は 、 必 要 に 応 じ て 書 面 （ 打 合 せ 記 録 簿 ） に 記 録 し 、 相 互 に 確 認 し な け れ ば な ら な い 。」 こ と と し た 。
・「 監 督 員 及 び 受 託 者 は 「 ワ ン デ ー レ ス ポ ン ス 」 に 努 め る 。」 こ と と し た 。

第 2 1 1 3条 作 業 計 画 書 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 1 2条 調 査 等 業 務 計 画 書 ）
・ こ れ ま で 「 受 託 者 は 契 約 締 結 後 速 や か に 調 査 等 業 務 計 画 書 を 作 成 し 、 監 督 員 に 提 出 し な け れ ば な ら な
い 」 と し た も の を 「 受 託 者 は 、 契 約 締 結 後 1 4日 （ 休 日 等 を 含 む ） 以 内 に 作 業 計 画 書 を 作 成 し 、 監 督 員 に
提 出 し な け れ ば な ら な い 。」 こ と と し た 。

第 2 1 1 4条 資 料 の 貸 与 及 び 返 却 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 1 4条 貸 与 品 等 の 貸 与 及 び 返 還 ）
・ 条 文 文 言 の 整 理

第 2 1 1 7条 土 地 へ の 立 ち 入 り 等 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 1 6条 土 地 へ の 立 ち 入 り 等 ）
・「 受 託 者 は 、 前 項 の 場 合 に お い て 生 じ た 損 失 の た め 必 要 を 生 じ た 経 費 の 負 担 に つ い て は 、 設 計 図 書 に
示 す 外 は 監 督 員 と 協 議 に よ り 定 め る も の と す る 。」 を 追 加 し た 。

第 2 1 1 8条 成 果 物 の 提 出 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 2 1条 成 果 品 の 提 出 ）
・ 条 文 文 言 の 整 理
・「 受 託 者 は 、 設 計 図 書 に 定 め が あ る 場 合 は 、 成 果 物 の 納 入 及 び 納 品 方 法 に つ い て 「 新 潟 県 電 子 納 品 実
施 要 領 」（ 以 下 「 要 領 」 と い う ） に 基 づ い て 作 成 し た 電 子 デ ー タ に よ り 成 果 品 を 提 出 す る も の と す る 。
「 要 領 」 で 特 に 記 載 の な い 事 項 に つ い て は 、 監 督 員 と 協 議 の う え 決 定 す る も の と す る 。」 を 追 加 し た 。

第 2 1 1 9条 関 係 法 令 及 び 条 例 の 遵 守 （ 旧 仕 様 書 に 記 載 な し ）
・「 受 託 者 は 、 測 量 業 務 等 の 実 施 に 当 た っ て は 、 関 連 す る 関 係 諸 法 令 及 び 条 例 等 を 遵 守 し な け れ ば な ら
な い 。」 を 新 た に 定 め た 。

第 2 1 2 1条 修 補 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 2 3条 修 補 ）
・ こ れ ま で 、「 受 託 者 は 、 検 査 職 員 が 指 示 し た 期 間 内 に 修 補 を 完 了 し な け れ ば な ら な い 」 と し て い た も
の を 「 受 託 者 は 、 修 補 は 速 や か に 行 わ な け れ ば な ら な い 。」 こ と と し た 。

第 2 1 2 2条 条 件 変 更 等 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 2 4条 条 件 変 更 等 ）
・「 受 託 者 は 、 設 計 図 書 で 明 示 さ れ て い な い 履 行 条 件 に つ い て 予 期 で き な い 特 別 な 状 態 が 生 じ た 場 合 、
直 ち に そ の 旨 を 監 督 員 に 報 告 し 、 そ の 確 認 を 求 め な け れ ば な ら な い 。 な お 、「 予 期 す る こ と が で き な い
特 別 な 状 態 」 と は 以 下 の も の を い う 。（ １ ） 第 2 1 1 7条 第 １ 項 に 定 め る 現 地 へ の 立 ち 入 り が 不 可 能 と な っ
た 場 合 。（ ２ ） 天 災 そ の 他 の 不 可 抗 力 に よ る 損 害 。（ ３ ） そ の 他 、 委 託 者 と 受 託 者 が 協 議 し 当 該 規 定 に
適 合 す る と 判 断 し た 場 合 。」 を 追 加 し た 。
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主 な 改 定 内 容 （ 測 量 業 務 ） そ の ３
第 2 1 2 4条 履 行 期 間 の 変 更 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 2 6条 履 行 期 間 の 変 更 ）
・「 委 託 者 は 、 履 行 期 間 変 更 協 議 の 対 象 で あ る と 確 認 さ れ た 事 項 及 び 測 量 業 務 等 の 一 時 中 止 を 指 示 し た
事 項 で あ っ て も 残 履 行 期 間 及 び 残 業 務 量 等 か ら 履 行 期 間 の 変 更 が 必 要 で な い と 判 断 し た 場 合 は 、 履 行 期
間 の 変 更 を 行 わ な い 旨 の 協 議 に 代 え る こ と が で き る も の と す る 。」 を 追 加 し た 。

第 2 1 2 5条 一 時 中 止 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 2 7条 一 時 中 止 ）
・「 な お 、 暴 風 、 豪 雨 、 洪 水 、 高 潮 、 地 震 、 地 す べ り 、 落 盤 、 火 災 、 騒 乱 、 暴 動 そ の 他 自 然 的 又 は 人
為 的 な 事 象 （ 以 下 「 天 災 等 」 と い う 。） に よ る 測 量 業 務 等 の 中 断 に つ い て は 、 第 2 1 3 4 条 臨 機 の 措 置 に よ
り 、 受 託 者 は 、 適 切 に 対 応 し な け れ ば な ら な い 。」 を 追 加 し た 。
・ 委 託 契 約 条 項 第 ９ 条 の 規 定 に よ り 、 業 務 の 全 部 又 は 一 部 を 一 時 中 止 さ せ る 該 当 事 項 に つ い て 、 こ れ ま
で の 該 当 事 項 に 加 え 、「（ ６ ） 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 委 託 者 が 必 要 と 認 め た 場 合 」 を 追 加 し た 。

第 2 1 2 9条 再 委 託 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 3 1条 再 委 託 ）
・ 再 委 託 に あ た っ て 委 託 者 の 承 諾 を 必 要 と し な い 内 容 を 整 理 し た 。「 受 託 者 は 、 コ ピ － 、 ワ ー プ ロ 、 印
刷 、 製 本 、 速 記 録 の 作 成 、 翻 訳 、 ト レ ー ス 、 模 型 製 作 、 計 算 処 理 （ 単 純 な 電 算 処 理 に 限 る ）、 デ ー タ 入
力 、 ア ン ケ ー ト 票 の 配 布 、 資 料 の 収 集 ・ 単 純 な 集 計 、 電 子 納 品 の 作 成 作 業 、 そ の 他 特 記 仕 様 書 に 定 め る
事 項 な ど 軽 微 な 業 務 の 再 委 託 に あ た っ て は 委 託 者 の 承 諾 を 必 要 と し な い 。」（ 下 線 部 が 新 た に 追 加 さ れ
た 。）

第 2 1 3 0条 成 果 物 の 使 用 等 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 3 2条 成 果 物 の 使 用 等 ）
・「 委 託 者 の 承 諾 を 得 て 単 独 で 又 は 他 の 者 と 共 同 で 、 成 果 品 を 発 表 す る こ と が で き る 。」 を 追 加 し た 。
・「 受 託 者 は 、 著 作 権 、 特 許 権 そ の 他 第 三 者 の 権 利 の 対 象 と な っ て い る 測 量 方 法 等 の 使 用 に 関 し 、 設 計
図 書 に 明 示 が な く 、 そ の 費 用 負 担 を 委 託 者 に 求 め る 場 合 に は 、 第 三 者 と 補 償 条 件 の 交 渉 を 行 う 前 に 委 託
者 の 承 諾 を 受 け な け れ ば な ら な い 。」 を 追 加 し た 。

第 2 1 3 2条 個 人 情 報 の 取 り 扱 い （ 旧 仕 様 書 第 1 1 3 4条 個 人 情 報 の 取 り 扱 い ）
・「 ６ 再 委 託 の 禁 止 及 び 再 委 託 時 の 措 置 」 に つ い て 、「 な お 、 再 委 託 に 関 す る 委 託 者 の 指 示 又 は 承 諾
が あ る 場 合 に お い て は 、 個 人 情 報 の 適 切 な 管 理 を 行 う 能 力 を 有 し な い 者 に 再 委 託 す る こ と が な い よ
う 、 受 託 者 に お い て 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。」 と 定 め た 。
・「 ９ 管 理 の 確 認 等 」 に つ い て 、「（ １ ） 受 託 者 は 、 取 扱 う 個 人 情 報 の 秘 匿 性 等 そ の 内 容 に 応 じ て 、
こ の 契 約 に よ る 事 務 に 係 る 個 人 情 報 の 管 理 の 状 況 に つ い て 、 年 １ 回 以 上 委 託 者 に 報 告 す る も の と す る 。
な お 、 個 人 情 報 の 取 扱 い に 係 る 業 務 が 再 委 託 さ れ る 場 合 は 、 再 委 託 さ れ る 業 務 に 係 る 個 人 情 報 の 秘

匿 性 等 そ の 内 容 に 応 じ て 、 再 委 託 先 に お け る 個 人 情 報 の 管 理 の 状 況 に つ い て 、 受 託 者 が 年 １ 回 以 上 の
定 期 的 検 査 等 に よ り 確 認 し 、 委 託 者 に 報 告 す る も の と す る 。」 と 定 め た 。
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主 な 改 定 内 容 （ 測 量 業 務 ） そ の ４
第 2 1 3 3条 安 全 等 の 確 保 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 3 5条 安 全 等 の 確 保 ）
・「（ ３ ） 受 託 者 は 、 測 量 業 務 実 施 中 施 設 等 の 管 理 者 の 許 可 な く し て 、 流 水 及 び 水 陸 交 通 の 妨 害 、 公 衆
の 迷 惑 と な る よ う な 行 為 、 作 業 を し て は な ら な い 。」 を 追 加 し た 。

第 2 1 3 7条 行 政 情 報 流 出 防 止 対 策 の 強 化 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 3 9条 行 政 情 報 流 出 防 止 対 策 の 強 化 ）
・「 受 託 者 は 、 本 業 務 の 履 行 に 関 す る 全 て の 行 政 情 報 に つ い て 適 切 な 流 出 防 止 対 策 を と り 、 第 2 1 1 3 条 で
示 す 作 業 計 画 書 に 流 出 防 止 策 を 記 載 す る も の と す る 。」 を 追 加 し た 。
・「 受 託 者 は 、 電 子 情 報 を 適 正 に 管 理 し 、 か つ 、 責 務 を 負 う 者 （ 以 下 「 情 報 管 理 責 任 者 」 と い う 。） を
選 任 及 び 配 置 し 、 第 2 1 1 3条 で 示 す 調 査 計 画 書 に 記 載 す る も の と す る 。」） を 追 加 し た 。

第 2 1 3 9条 保 険 加 入 の 義 務 （ 旧 標 準 仕 様 書 に 記 載 な し ）
・「 受 託 者 は 、 雇 用 保 険 法 、 労 働 者 災 害 補 償 保 険 法 、 健 康 保 険 法 及 び 厚 生 年 金 保 険 法 の 規 定 に よ り 、 雇
用 者 等 の 雇 用 形 態 に 応 じ 、 雇 用 者 等 を 被 保 険 者 と す る こ れ ら の 保 険 に 加 入 し な け れ ば な ら な い 。」 を 新
た に 定 め た 。

第 ２ 章 路 線 測 量 ～ 第 ５ 章 環 境 生 物 調 査
・ こ れ ま で 、第 ２ 編 治 山 編 、第 ３ 編 林 道 編 と し 、そ れ ぞ れ の 事 業 等 に 必 要 な 測 量 の 仕 様 を 定 め て い た が 、
こ れ を 具 体 的 に 実 施 す る 調 査 項 目 内 容 ご と に 体 系 的 に と り ま と め た 。

第 2 2 0 5条 測 量 杭 （ 旧 仕 様 書 第 3 3 0 5条 測 量 杭 ）
・ 杭 の 材 質 に つ い て 、 こ れ ま で 「 頭 部 を 赤 色 で 着 色 し た 木 杭 」 と し て い た も の を 「 木 又 は 合 成 樹 種 」 と
し た 。

第 2 2 0 9条 予 備 測 量 （ 旧 仕 様 書 第 3 3 1 5条 予 備 測 量 ）
・ こ れ ま で の 「 地 形 測 量 」 を 「 現 地 測 量 」 に 改 め る と と も に 、「 現 地 に お い て 、 ト ー タ ル ス テ ー シ ョ ン
等 又 は Ｇ Ｎ Ｓ Ｓ 測 量 機 を 用 い て 又 は 併 用 し て 、 地 形 地 物 等 を 測 定 し 、 数 値 地 形 図 デ ー タ を 作 成 す る 。」
を 追 加 し た 。

第 2 3 1 1条 現 地 測 量 （ 旧 仕 様 書 第 2 3 2 0条 測 量 の 方 法 ）
・ こ れ ま で の 「 地 形 測 量 」 を 「 現 地 測 量 」 に 改 め る と と も に 、「 現 地 に お い て 、 ト ー タ ル ス テ ー シ ョ ン
等 又 は Ｇ Ｎ Ｓ Ｓ 測 量 機 を 用 い て 又 は 併 用 し て 、 地 形 地 物 等 を 測 定 し 、 数 値 地 形 図 デ ー タ を 作 成 す る 。」、
「 さ ら に 、 路 線 通 過 予 定 地 の 概 略 地 形 を 把 握 す る た め に 、 仮 測 点 の 横 断 測 量 を 実 施 し 、 概 略 地 形 図 を 作
成 す る 。」 を 追 加 し た 。

第 ４ 章 治 山 事 業 に お け る 防 潮 工 等 の 測 量 （ 第 2 4 0 1条 適 用 の 範 囲 ～ 第 2 4 1 3条 照 査 ま で ）
・ 旧 仕 様 書 の 第 ２ 編 治 山 編 、 第 2 3 3 3条 汀 線 測 量 、 第 2 3 3 4条 深 浅 測 量 を 新 潟 県 交 通 政 策 局 「 新 潟 県 港 湾 測
量 ・ 調 査 ・ 設 計 業 務 標 準 仕 様 書 」 に 準 じ 、 改 定 を 行 っ た 。
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主 な 改 定 内 容 （ 測 量 業 務 ） そ の ５
第 ５ 章 環 境 生 物 調 査 （ 第 2 5 0 1条 適 用 の 範 囲 か ら 第 2 5 4 2条 照 査 ま で ）
・ 第 ４ 章 治 山 事 業 に お け る 防 潮 工 等 の 測 量 と 一 体 と し て 実 施 す る 海 洋 生 物 等 の 調 査 に 関 す る 事 項 に つ
い て も 、 新 潟 県 交 通 政 策 局 「 新 潟 県 港 湾 測 量 ・ 調 査 ・ 設 計 業 務 標 準 仕 様 書 」 に 準 じ 、 新 た に 定 め た 。
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主 な 改 定 内 容 （ 設 計 等 業 務 ） そ の １
第 3 1 0 2条 用 語 の 定 義 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 0 2条 用 語 の 定 義 ）
・「 検 査 職 員 」 を 「 検 査 員 」 と し た 。
・「 契 約 書 」 及 び そ の 定 義 「「 契 約 書 」 と は 、 別 冊 委 託 契 約 書 を い う 。」 を 追 加 し た 。
・「 書 面 」 に つ い て 、「 電 子 納 品 を 行 う 場 合 は 、 別 途 監 督 員 と 協 議 す る も の と す る 」 こ と を 追 加 し た 。
・「 照 査 」 に つ い て 、 新 た に 「 受 託 者 が 、 発 注 条 件 、 設 計 の 考 え 方 、 構 造 細 目 等 の 確 認 及 び 計 算 書 等 の
成 果 に つ い て 確 認 を す る こ と を い う 。」 と 定 義 し た 。
・「 提 示 」 に つ い て 、『 受 託 者 が 監 督 員 ま た は 検 査 員 に 対 し 、 業 務 に 係 る 書 面 ま た は そ の 他 の 資 料 を 示
し 、 説 明 す る こ と を い う 。』 と 定 義 を 追 加 し た 。
・「 立 会 」 に つ い て 、『「 立 会 」 と は 、 設 計 図 書 に 示 さ れ た 項 目 に お い て 監 督 員 が 臨 場 し 、 内 容 を 確 認 す
る こ と を い う 』 と 定 義 を 追 加 し た 。

第 3 1 0 3条 受 託 者 及 び 委 託 者 の 責 務 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 0 6条 受 託 者 の 義 務 ）
・ こ れ ま で 受 託 者 の み の 義 務 を 定 め て い た も の を 、「 受 託 者 及 び 委 託 者 の 責 務 」 と し 、「 受 託 者 及 び 委
託 者 は 、 業 務 の 履 行 に 必 要 な 条 件 等 に つ い て 相 互 に 確 認 し 、 円 滑 な 業 務 の 履 行 に 努 め な け れ ば な ら な
い 。」 を 追 加 し た 。

第 3 1 0 4条 業 務 の 着 手 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 0 5条 調 査 等 の 業 務 の 着 手 ）
・ こ れ ま で 契 約 締 結 後 ７ 日 以 内 と し て い た も の を 、 1 5日 以 内 に 着 手 し な け れ ば な ら な い こ と と し た 。

第 3 1 0 6条 監 督 員 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 0 7条 監 督 員 ）
「 監 督 員 は 、 口 頭 に よ る 指 示 等 を 行 っ た 後 ７ 日 以 内 に 書 面 で 受 託 者 に 指 示 す る も の と す る 。」 と し て い
た も の を 「 後 日 書 面 で 受 託 者 に 指 示 す る も の と す る 。」 こ と と し た 。

第 3 1 0 7条 「 管 理 技 術 者 」 に つ い て （ 旧 仕 様 書 第 1 1 0 9条 管 理 技 術 者 ）
・「 技 術 士 （ 総 合 技 術 監 理 部 門 （ 業 務 に 該 当 す る 選 択 科 目 ） 又 は 業 務 に 該 当 す る 部 門 ）、 博 士 （ 業 務 に
該 当 す る 部 門 ）、 シ ビ ル コ ン サ ル テ ィ ン グ マ ネ ー ジ ャ ー （ 業 務 に 該 当 す る 部 門 ）、 林 業 技 士 （ 業 務 に 該
当 す る 部 門 ） の い ず れ か の 資 格 を 有 す る 者 、 又 は こ れ と 同 等 の 能 力 と 経 験 を 有 す る 技 術 者 （ 大 学 卒 1
8年 （ 短 大 ・ 高 専 卒 2 3年 、 高 校 卒 2 8年 ） 以 上 相 当 の 能 力 と 経 験 を 有 す る 者 を い う ） で あ り 、 日 本 語 に
堪 能 （ 日 本 語 通 訳 が 確 保 で き れ ば 可 ） で な け れ ば な ら な い 。」 と し た 。

第 3 1 0 8条 照 査 技 術 者 及 び 照 査 の 実 施 （ 旧 仕 様 第 1 1 1 0条 照 査 技 術 者 ）
・「 受 託 者 は 、 業 務 の 実 施 に 当 た り 、 照 査 を 適 切 に 実 施 し な け れ ば な ら な い 。」 こ と を 追 加 し た 。
・「 照 査 技 術 者 は 、 特 記 仕 様 書 に 定 め る 照 査 報 告 毎 に お け る 照 査 結 果 の 照 査 報 告 書 及 び 報 告 完 了 時 に お
け る 全 体 の 照 査 報 告 書 を と り ま と め 、 照 査 技 術 者 の 責 に お い て 署 名 捺 印 の う え 管 理 技 術 者 の 確 認 を 受 け
な け れ ば な ら な い 。」 こ と を 追 加 し た 。
・「 照 査 技 術 者 は 、 原 則 と し て 変 更 で き な い 。 た だ し 、 死 亡 、 傷 病 、 退 職 、 出 産 、 育 児 、 介 護 等 や む を
え な い 理 由 に よ り 変 更 を 行 う 場 合 に は 、 同 等 以 上 の 技 術 者 と す る も の と し 、 受 託 者 は 委 託 者 の 承 諾 を 得
な け れ ば な ら な い 。」 こ と を 追 加 し た 。
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主 な 改 定 内 容 （ 設 計 等 業 務 ） そ の ２
第 3 1 1 0条 提 出 書 類 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 2 0条 提 出 書 類 ）
・「 受 託 者 は 、 委 託 者 に 提 出 す る 書 類 で 様 式 が 定 め ら れ て い な い も の は 、 受 託 者 に お い て 様 式 を 定 め 、
提 出 す る も の と す る 。 た だ し 、 委 託 者 が そ の 様 式 を 指 示 し た 場 合 は 、 こ れ に 従 わ な け れ ば な ら な い 。」
を 追 加 し た 。
・ 業 務 実 績 情 報 シ ス テ ム （ 以 下 「 テ ク リ ス 」 と い う 。） に 基 づ く 、 受 注 ・ 変 更 ・ 完 了 時 に 業 務 実 績 情 報
の 登 録 機 関 へ の 登 録 申 請 に つ い て 、 契 約 約 締 結 後 、 登 録 内 容 の 変 更 時 は 変 更 が あ っ た 日 か ら 、 完 了 時 は
業 務 完 了 後 、 こ れ ま で 1 0日 以 内 と し て い た も の を 、 1 5日 （ 休 日 等 を 除 く ） 以 内 に 、 書 面 に よ り 監 督 員 の
な け れ ば な ら な い 。」 こ と を 追 加 し た 。
確 認 を 受 け た う え で 、 登 録 機 関 に 登 録 申 請 し な け れ ば な ら な い こ と と し た 。
な お 、 変 更 時 と 完 了 時 の 間 が 、 閉 庁 日 を 除 き 1 5日 間 （ こ れ ま で は 1 0日 間 ） に 満 た な い 場 合 は 、 変 更 時

の 提 出 を 省 略 で き る も の と す る こ と と し た 。

第 3 1 1 1条 打 合 せ 等 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 1 3条 打 合 せ ）
・ 打 合 せ に 伴 う 連 絡 に つ い て 、「 積 極 的 に 電 子 メ ー ル 等 を 活 用 し 、 電 子 メ ー ル で 確 認 し た 内 容 に つ い て
は 、 必 要 に 応 じ て 書 面 （ 打 合 せ 記 録 簿 ） に 記 録 し 、 相 互 に 確 認 し な け れ ば な ら な い 。」 こ と と し た 。
・「 監 督 員 及 び 受 託 者 は 「 ワ ン デ ー レ ス ポ ン ス 」 に 努 め る 。」 こ と と し た 。

第 3 1 1 2条 業 務 計 画 書 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 1 2条 調 査 等 業 務 計 画 書 ）
・ こ れ ま で 「 受 託 者 は 契 約 締 結 後 速 や か に 調 査 等 業 務 計 画 書 を 作 成 し 、 監 督 員 に 提 出 し な け れ ば な ら な
い 」 と し た も の を 「 受 託 者 は 、 契 約 締 結 後 1 4日 （ 休 日 等 を 含 む ） 以 内 に 業 務 計 画 書 を 作 成 し 、 監 督 員 に
提 出 し な け れ ば な ら な い 。」 こ と と し た 。

第 3 1 1 3条 資 料 の 貸 与 及 び 返 却 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 1 4条 貸 与 品 等 の 貸 与 及 び 返 還 ）
・ 条 文 文 言 の 整 理

第 3 1 1 6条 土 地 へ の 立 ち 入 り 等 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 1 6条 土 地 へ の 立 ち 入 り 等 ）
・「 受 託 者 は 、 前 項 の 場 合 に お い て 生 じ た 損 失 の た め 必 要 を 生 じ た 経 費 の 負 担 に つ い て は 、 設 計 図 書 に
示 す 外 は 監 督 員 と 協 議 に よ り 定 め る も の と す る 。」 を 追 加 し た 。

第 3 1 1 7条 成 果 物 の 提 出 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 2 1条 成 果 品 の 提 出 ）
・ 条 文 文 言 の 整 理
・「 受 託 者 は 、 設 計 図 書 に 定 め が あ る 場 合 は 、 成 果 物 の 納 入 及 び 納 品 方 法 に つ い て 「 新 潟 県 電 子 納 品 実
施 要 領 」（ 以 下 「 要 領 」 と い う ） に 基 づ い て 作 成 し た 電 子 デ ー タ に よ り 成 果 品 を 提 出 す る も の と す る 。
「 要 領 」 で 特 に 記 載 の な い 事 項 に つ い て は 、 監 督 員 と 協 議 の う え 決 定 す る も の と す る 。」 を 追 加 し た 。
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主 な 改 定 内 容 （ 設 計 等 業 務 ） そ の ３
第 3 1 1 8条 関 係 法 令 及 び 条 例 の 遵 守 （ 旧 仕 様 書 に 記 載 な し ）
・「 受 託 者 は 、 測 量 業 務 等 の 実 施 に 当 た っ て は 、 関 連 す る 関 係 諸 法 令 及 び 条 例 等 を 遵 守 し な け れ ば な ら
な い 。」 を 新 た に 定 め た 。

第 3 1 2 0条 修 補 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 2 3条 修 補 ）
・ こ れ ま で 、「 受 託 者 は 、 検 査 職 員 が 指 示 し た 期 間 内 に 修 補 を 完 了 し な け れ ば な ら な い 」 と し て い た も
の を 「 受 託 者 は 、 修 補 は 速 や か に 行 わ な け れ ば な ら な い 。」 こ と と し た 。

第 3 1 2 1条 条 件 変 更 等 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 2 4条 条 件 変 更 等 ）
・「 １ 委 託 契 約 条 項 第 ９ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 「 不 測 の 事 態 の 発 生 」 と は 、 天 災 そ の 他 の 不 可 抗 力 に
よ る 場 合 の ほ か 、 委 託 者 と 受 託 者 が 協 議 し 当 該 規 定 に 適 合 す る と 判 断 し た 場 合 と す る 。」 と し た 。
・「 ２ 監 督 員 が 、 受 託 者 に 対 し て 設 計 図 書 の 変 更 又 は 訂 正 の 指 示 を 行 う 場 合 は 、 指 示 書 に よ る も の
と す る 。」 と し た 。

第 3 1 2 3条 履 行 期 間 の 変 更 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 2 6条 履 行 期 間 の 変 更 ）
・「 委 託 者 は 、 履 行 期 間 変 更 協 議 の 対 象 で あ る と 確 認 さ れ た 事 項 及 び 設 計 業 務 等 の 一 時 中 止 を 指 示 し た
事 項 で あ っ て も 残 履 行 期 間 及 び 残 業 務 量 等 か ら 履 行 期 間 の 変 更 が 必 要 で な い と 判 断 し た 場 合 は 、 履 行 期
間 の 変 更 を 行 わ な い 旨 の 協 議 に 代 え る こ と が で き る も の と す る 。」 を 追 加 し た 。

第 3 1 2 4条 一 時 中 止 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 2 7条 一 時 中 止 ）
・「 な お 、 暴 風 、 豪 雨 、 洪 水 、 高 潮 、 地 震 、 地 す べ り 、 落 盤 、 火 災 、 騒 乱 、 暴 動 そ の 他 自 然 的 又 は 人
為 的 な 事 象 （ 以 下 「 天 災 等 」 と い う 。） に よ る 測 量 業 務 等 の 中 断 に つ い て は 、 第 3 1 3 3 条 臨 機 の 措 置 に
よ り 、 受 託 者 は 、 適 切 に 対 応 し な け れ ば な ら な い 。」 を 追 加 し た 。
・ 委 託 契 約 条 項 第 ９ 条 の 規 定 に よ り 、 業 務 の 全 部 又 は 一 部 を 一 時 中 止 さ せ る 該 当 事 項 に つ い て 、 こ れ ま
で の 該 当 事 項 加 え 、「（ ６ ） 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 委 託 者 が 必 要 と 認 め た 場 合 」 を 追 加 し た 。

第 3 1 2 8条 再 委 託 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 3 1条 再 委 託 ）
・ 再 委 託 に あ た っ て 委 託 者 の 承 諾 を 必 要 と し な い 内 容 を 整 理 し た 。「 受 託 者 は 、 コ ピ － 、 ワ ー プ ロ 、 印
刷 、 製 本 、 速 記 録 の 作 成 、 翻 訳 、 ト レ ー ス 、 模 型 製 作 、 計 算 処 理 （ 単 純 な 電 算 処 理 に 限 る ）、 デ ー タ 入
力 、 ア ン ケ ー ト 票 の 配 布 、 資 料 の 収 集 ・ 単 純 な 集 計 、 電 子 納 品 の 作 成 作 業 、 そ の 他 特 記 仕 様 書 に 定 め る
事 項 な ど 軽 微 な 業 務 の 再 委 託 に あ た っ て は 委 託 者 の 承 諾 を 必 要 と し な い 。」（ 下 線 部 が 新 た に 追 加 さ れ
た 。）

第 3 1 2 9条 成 果 物 の 使 用 等 （ 旧 （ 成 果 物 の 使 用 等 ） 第 1 1 3 2条 ）
・「 委 託 者 の 承 諾 を 得 て 単 独 で 又 は 他 の 者 と 共 同 で 、 成 果 品 を 発 表 す る こ と が で き る 。」 を 追 加 し た 。
・「 受 託 者 は 、 著 作 権 、 特 許 権 そ の 他 第 三 者 の 権 利 の 対 象 と な っ て い る 設 計 方 法 等 の 使 用 に 関 し 、 設 計
図 書 に 明 示 が な く 、 そ の 費 用 負 担 を 委 託 者 に 求 め る 場 合 に は 、 第 三 者 と 補 償 条 件 の 交 渉 を 行 う 前 に 委 託
者 の 承 諾 を 受 け な け れ ば な ら な い 。」 を 追 加 し た 。
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主 な 改 定 内 容 （ 設 計 等 業 務 ） そ の ４
第 3 1 3 1条 個 人 情 報 の 取 り 扱 い （ 旧 仕 様 書 第 1 1 3 4条 個 人 情 報 の 取 り 扱 い ）
・「 ６ 再 委 託 の 禁 止 及 び 再 委 託 時 の 措 置 」 に つ い て 、「 な お 、 再 委 託 に 関 す る 委 託 者 の 指 示 又 は 承 諾
が あ る 場 合 に お い て は 、 個 人 情 報 の 適 切 な 管 理 を 行 う 能 力 を 有 し な い 者 に 再 委 託 す る こ と が な い よ
う 、 受 託 者 に お い て 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。」 と 定 め た 。
・「 ９ 管 理 の 確 認 等 」 に つ い て 、「（ １ ） 受 託 者 は 、 取 扱 う 個 人 情 報 の 秘 匿 性 等 そ の 内 容 に 応 じ て 、
こ の 契 約 に よ る 事 務 に 係 る 個 人 情 報 の 管 理 の 状 況 に つ い て 、 年 １ 回 以 上 委 託 者 に 報 告 す る も の と
す る 。
な お 、 個 人 情 報 の 取 扱 い に 係 る 業 務 が 再 委 託 さ れ る 場 合 は 、 再 委 託 さ れ る 業 務 に 係 る 個 人 情 報 の 秘

匿 性 等 そ の 内 容 に 応 じ て 、 再 委 託 先 に お け る 個 人 情 報 の 管 理 の 状 況 に つ い て 、 受 託 者 が 年 １ 回 以 上 の
定 期 的 検 査 等 に よ り 確 認 し 、 委 託 者 に 報 告 す る も の と す る 。」 と 定 め た 。

第 3 1 3 6条 行 政 情 報 流 出 防 止 対 策 の 強 化 （ 旧 仕 様 書 第 1 1 3 9条 行 政 情 報 流 出 防 止 対 策 の 強 化 ）
・「 受 託 者 は 、 本 業 務 の 履 行 に 関 す る 全 て の 行 政 情 報 に つ い て 適 切 な 流 出 防 止 対 策 を と り 、 第 3 1 1 2 条 で
示 す 業 務 計 画 書 に 流 出 防 止 策 を 記 載 す る も の と す る 。」 を 追 加 し た 。・「 受 託 者 は 、 電 子 情 報 を 適 正 に
管 理 し 、 か つ 、 責 務 を 負 う 者 （ 以 下 「 情 報 管 理 責 任 者 」 と い う 。） を 選 任 及 び 配 置 し 、 第 3 1 1 2条 で 示 す
業 務 計 画 書 に 記 載 す る も の と す る 。」） を 追 加 し た 。

第 3 1 3 8条 保 険 加 入 の 義 務 （ 旧 標 準 仕 様 書 に 記 載 な し ）
・「 受 託 者 は 、 雇 用 保 険 法 、 労 働 者 災 害 補 償 保 険 法 、 健 康 保 険 法 及 び 厚 生 年 金 保 険 法 の 規 定 に よ り 、 雇
用 者 等 の 雇 用 形 態 に 応 じ 、 雇 用 者 等 を 被 保 険 者 と す る こ れ ら の 保 険 に 加 入 し な け れ ば な ら な い 。」 を 新
た に 定 め た 。

第 3 1 3 9条 新 技 術 の 活 用 （ 旧 標 準 仕 様 書 に 記 載 な し ）
・「 受 託 者 は 、 新 技 術 情 報 シ ス テ ム （ N E T I S ） 及 び 「 M a d e i n 新 潟 新 技 術 普 及 ・ 活 用 制 度 」 に 登 録 さ
れ た 新 技 術 を 活 用 す る こ と が 有 用 と 思 わ れ る 新 技 術 が な い か 確 認 し 、 監 督 員 に 報 告 す る も の と す る 。」
を 新 た に 定 め た 。

第 3 2 0 2条 現 地 踏 査 ～ 第 3 2 1 3条 維 持 管 理 へ の 配 慮
・ 設 計 業 務 等 に 係 る 一 般 的 事 項 を 新 た に 追 加 し た 。

第 3 3 0 1条 渓 間 工 予 備 設 計 ～ 第 3 3 0 8条 成 果 物 （ 旧 仕 様 書 渓 間 工 の 設 計 第 2 4 0 5条 ～ 第 2 4 1 1条 流 路
工 の 設 計 ）
・ 渓 間 工 設 計 を 全 面 的 に 改 定 す る と と も に 、 流 木 対 策 関 係 の 仕 様 （ 第 3 3 0 3条 流 木 対 策 調 査 ～ 第 3 3 0 6条
流 木 対 策 実 施 設 計 ） を 追 加 し た 。

第 3 3 2 6条 基 本 設 計 ～ 第 3 3 2 7条 実 施 設 計 （ 防 潮 工 （ 海 岸 防 災 林 造 成 ） 関 係 ）
・ 防 潮 工 の 基 本 設 計 及 び 実 施 設 計 を 新 た に 追 加 し た 。
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主 な 改 定 内 容 （ 設 計 等 業 務 ） そ の ５
第 3 4 0 1条 山 地 治 山 等 ～ 第 3 4 2 7条 報 告 書 の 作 成 （ 第 ４ 章 治 山 計 画 作 成 等 業 務 ）
・ こ れ ま で 「 解 析 等 調 査 」 と し て 定 め て い た 「 治 山 計 画 作 成 等 業 務 査 」 を 地 質 ・ 土 質 調 査 業 務 か ら 除 外
し 、 設 計 業 務 等 に 追 加 し た 。
・ な お 、 平 成 3 0年 ５ 月 １ 日 に 制 定 し た 「 新 潟 県 治 山 計 画 作 成 等 業 務 委 託 標 準 仕 様 書 」 に 「 山 地 治 山 等 調
査 」 と 「 治 山 事 業 全 体 計 画 調 査 」 を 定 め て い た が 、 当 標 準 仕 様 書 の 全 面 改 定 に 伴 い 、 こ の 標 準 仕 様 書 は
廃 止 す る 。

第 3 4 2 8条 治 山 流 域 別 調 査 ～ 第 3 4 4 6条 自 然 環 境 調 査 （ 治 山 流 域 別 調 査 関 係 、 旧 仕 様 書 に 記 載 な し ）
・「 治 山 流 域 別 調 査 」 を 新 た に 追 加 し た 。

第 3 5 0 1条 適 用 範 囲 ～ 第 3 5 0 4条 成 果 品 （ 第 ５ 章 治 山 事 業 全 体 計 画 調 査 ）
・ こ れ ま で 「 解 析 等 調 査 」 と し て 定 め て い た 「 治 山 事 業 全 体 計 画 調 査 」 を 地 質 ・ 土 質 調 査 業 務 か ら 除 外
し 、 設 計 業 務 等 に 追 加 し た 。

第 3 6 0 5条 一 般 構 造 物 設 計 の 区 分 ～ 第 3 6 1 2条 橋 梁 実 施 設 計
・ 一 般 構 造 物 設 計 、 橋 梁 に つ い て 、 全 面 的 に 改 定 し た 。

第 3 7 0 1条 林 道 全 体 計 画 調 査 の 区 分 ～ 第 3 7 0 8条 成 果 品 （ 第 ７ 章 林 道 全 体 計 画 調 査 ）
・ こ れ ま で 「 解 析 等 調 査 」 と し て 定 め て い た 「 林 道 全 体 計 画 調 査 」 を 地 質 ・ 土 質 調 査 業 務 か ら 除 外 し 、
設 計 業 務 等 に 追 加 し た 。


